
高齢者運転免許証 

自主返納サポート事業 

※裏面の確認事項もご覧ください。 

事業内容 
対象者：①65 歳以上の一関市民（運転免許を自主返納した方） 

    ②福祉乗車券の交付の対象者でない方 

    ※「障がい福祉乗車券」または「高齢者福祉乗車券」の

対象者は、本事業の交付を受けられません。 

内 容：「バス・タクシー乗車券（12,000 円分）」または 

    「商品券（10,000 円分）」を交付します。 

お申込み手順 
① 運転免許証の返納（警察署または免許センター） 

※返納した所で「申請による運転免許の取消通知書」を必ず受け取って 

ください。

② 一関市へ申請 
 ⑴ 別紙「申請書」を記入し、 

⑵ 「申請による運転免許の取消通知書」の写しとともに、 

⑶ 郵送・電子・窓口のいずれかで申請してください。 

●郵送の場合：同封の申請用封筒に⑴ ⑵を入れて送付してください。 

（郵送料はかかりません。）

 ●電子申請の場合：右の二次元バーコードを読み取り 

申請してください。 

 ●窓口申請の場合：「申請による運転免許の取消通知書」 

を持参し本庁生活環境課または各支所 

市民福祉課の窓口へお越しください。



※確認してください※
「障がい福祉乗車券」または「高齢者福祉乗車券」の対象者は、本事業

の交付を受けられません。 

※記入例※ 

① 障がい福祉乗車券（毎年度交付）
【申請できる方】  □へチェック

□ 身体障害者手帳１・２級の方 

 □ 療育手帳Ａの方 

 □ 重度の精神障がいの方 

② 高齢者福祉乗車券（毎年度交付） 
【申請できる方】  □へチェック

□ 70 歳以上で市民税非課税世帯の世帯員 

のうち次のいずれかに該当する方 

□ 一人暮らしの方 

□ 70 歳以上の高齢者だけの世帯に属する方 

□ 障がい者用福祉乗車券の交付対象の方のみと同

居している方 

該当なし 

該当なし

高齢者運転免許証自主

返納サポート事業 

（１回限り） 

① 障がい福祉乗車券 

② 高齢者福祉乗車券 

の対象者の方は、本事業に

よる乗車券または商品券

の交付はできません。 

（本事業申請後に①もし

くは②の対象と確認され

た場合は、対象となる乗車

券の申請についてご案内

いたします。） 

【問い合せ先】一関市役所 市民環境部 生活環境課 ☎21-8344 
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この紙は、一関市庁舎内の使用済みの紙を原料として、庁舎内のオフィス製紙機で作成したものです。 


